
議案第４０号

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和６年６月３日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙

徴収の方法に関する条例（昭和３９年杉並区条例第４２号）の一部を次のように改

正する。

題名中「証紙徴収の方法」を「種別割の賦課徴収の特例」に改める。

第１条中「条例は、」の次に「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６条第

２項及び」を加え、「証紙徴収の方法について規定する」を「種別割（地方税法第

４４２条第２号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。）の賦課徴収に

ついて、杉並区特別区税条例（昭和３９年杉並区条例第４１号）の特例を設ける」

に改める。

第４条を第６条とする。

第３条の見出しを「（証紙徴収の納期）」に改め、同条第１項中「軽自動車税」

を「第３条の規定により証紙徴収の方法によつて徴収する種別割」に改め、同条第

２項を次のように改める。

２ 区長は、特別の理由がある場合において、前項の納期により難いと認めるとき

は、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

第３条を第５条とする。

第２条の見出し中「方法及び」を削り、同条第１項及び第２項を次のように改め

る。

前条の規定により証紙徴収の方法によつて徴収する種別割の納税者は、当該税

額を第１号様式による軽自動車税（種別割）納税証紙（以下「証紙」という。）

によつて払い込まなければならない。



２ 前条の規定により証紙徴収の方法によつて徴収する種別割の納税義務は、証紙

に第２号様式の軽自動車税（種別割）納税済印による検印を受けた時に消滅する。

第２条を第４条とする。

第１条の次に次の２条を加える。

（種別割の税率）

第２条 特例法第２条第４項に規定する合衆国軍隊の構成員等、同条第５項に規定

する契約者又は同条第６項に規定する軍人用販売機関等の所有に係る原動機付自

転車、軽自動車及び二輪の小型自動車（以下「軽自動車等」という。）に対する

種別割の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、１台について、それぞれ

当該各号に定める額とする。

(１) 原動機付自転車 年額５００円

(２) 軽自動車

ア 二輪又は三輪のもの 年額１，０００円

イ 四輪以上のもの 年額３，０００円

(３) 二輪の小型自動車 年額１，０００円

（徴収の方法）

第３条 前条に規定する軽自動車等に対する種別割は、普通徴収又は証紙徴収の方

法によつて徴収する。

別記様式中「軽自動車税納税証紙」を「軽自動車税（種別割）納税証紙」に、

「軽自動車税納税済印」を「軽自動車税（種別割）納税済印」に、「Ｌｉｇｈｔ

Ｍｏｔｏｒ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｔａｘ Ｓｔａｍｐ」を「Ｌｉｇｈｔ Ｍｏｔｏｒ

Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｔａｘ （Ｃａｔｅｇｏｒｙ Ｂａｓｅ） Ｓｔａｍｐ」に改

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（提案理由）

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する種別割の徴収の

方法を改める等の必要がある。
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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の アメリカ合衆国軍隊の構成員等の

所有する軽自動車等に対する軽自 所有する軽自動車等に対する軽自

動車税の種別割の賦課徴収の特例 動車税の証紙徴収の方法

に関する条例 に関する条例

（目的） （目的）

第１条 この条例は、地方税法（昭和２ 第１条 この条例は、

５年法律第２２６号）第６条第２項及

び日本国とアメリカ合衆国との間の相 日本国とアメリカ合衆国との間の相

互協力及び安全保障条約第６条に基づ 互協力及び安全保障条約第６条に基づ

く施設及び区域並びに日本国における く施設及び区域並びに日本国における

合衆国軍隊の地位に関する協定の実施 合衆国軍隊の地位に関する協定の実施

に伴う地方税法の臨時特例に関する法 に伴う地方税法の臨時特例に関する法

律（昭和２７年法律第１１９号。以下 律（昭和２７年法律第１１９号。以下

「特例法」という。）第４条第１項の 「特例法」という。）第４条第１項の

規定に基づき、軽自動車税の種別割 規定に基づき、軽自動車税の証紙徴

（地方税法第４４２条第２号に規定す 収の方法について規定する

る種別割をいう。以下「種別割」とい

う。）の賦課徴収について、杉並区特

別区税条例（昭和３９年杉並区条例第

４１号）の特例を設けることを目的と ことを目的と

する。 する。

（種別割の税率）

第２条 特例法第２条第４項に規定する

合衆国軍隊の構成員等、同条第５項に
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規定する契約者又は同条第６項に規定

する軍人用販売機関等の所有に係る原

動機付自転車、軽自動車及び二輪の小

型自動車（以下「軽自動車等」とい

う。）に対する種別割の税率は、次の

各号に掲げる軽自動車等に対し、１台

について、それぞれ当該各号に定める

額とする。

(１) 原動機付自転車 年額５００円

(２) 軽自動車

ア 二輪又は三輪のもの 年額１，

０００円

イ 四輪以上のもの 年額３，００

０円

(３) 二輪の小型自動車 年額１，０

００円

（徴収の方法）

第３条 前条に規定する軽自動車等に対

する種別割は、普通徴収又は証紙徴収

の方法によつて徴収する。

（証紙徴収の 手続等） （証紙徴収の方法及び手続等）

第４条 前条の規定により証紙徴収の方 第２条 合衆国軍隊の構成員等、契約者

法によつて徴収する種別割の納税者 または軍人用販売機関等（特例法第２

は、当該税額を第１号様式による軽自 条第４項から第６項までに規定するも

動車税（種別割）納税証紙（以下「証 のをいう。）の所有する原動機付自転

紙」という。）によつて払い込まなけ 車、軽自動車、小型特殊自動車及び二

ればならない。 輪の小型自動車（以下「軽自動車等」

という。）に対する軽自動車税の納税

者は、当該税額を別記様式第１号によ
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る軽自動車税納税証紙（以下「証紙」

という。）によつて払い込まなければ

ならない。

２ 前条の規定により証紙徴収の方法に ２ 軽自動車税の納税義務は、前項によ

よつて徴収する種別割の納税義務は、 る証紙に別記様式第２号の軽自動車税

証紙に第２号様式の軽自動車税（種別 納税済印による検印を受けた時に消滅

割）納税済印による検印を受けた時に する。

消滅する。

３ 略 ３ 略

（証紙徴収の納期） （納期）

第５条 第３条の規定により証紙徴収の 第３条 軽自動車税

方法によつて徴収する種別割の納期 の納期

は、４月１１日から同月３０日までと は、４月１１日から同月３０日までと

する。 する。

２ 区長は、特別の理由がある場合にお ２ 賦課期日後に納税義務が発生した場

いて、前項の納期により難いと認める 合に課する軽自動車税の納期は、区長

ときは、同項の規定にかかわらず、別 が定める。

に納期を定めることができる。

（条例施行の細目） （条例施行の細目）

第６条 略 第４条 略

資 料


